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はじめに 

本市の財政を取り巻く環境は、人口減尐による市税の減尐、高齢化などに伴

う社会保障関係経費の増加が見込まれ、さらに、人口増加期に建設された市内

の公共施設が老朽化し、大規模な改修や建替え時期を迎えたことにより、その

改修費用が膨大なものになることが予想されています。 

このような厳しい財政環境においても、転入・定住施策、地域活性化施策な

どを展開することで、本市の財政力を押し上げ、多様化・高度化する市民ニー

ズに対応できる、また、魅力あるまちづくりをこれからも継続して行うことが

できる財政体質をつくりあげる必要があり、平成２４年１１月に、将来の発展

の礎となる強い財政基盤づくりをめざして、「財政体質改善プログラム」を策

定しました。 

財政体質改善プログラムは、財源確保のためのプログラムとして位置づけら

れており、その取り組み内容については年次的に見直しを行うこととしていま

す。今回、実施項目・具体的項目の効果額等の精査を行うとともに、財政収支

見通し（平成２５年１１月時点）を推計しましたので、市民の皆さまにお知ら

せいたします。 
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１．財政体質改善プログラムとは 

財政体質改善プログラムは、第４次行財政改革大綱の改革の視点Ⅲ「持続可

能な財政構造の実現」～新たな時代に対応できる財政体質に改善します～に位

置付けた実施項目別の実施計画の中から、効果額が見込まれるものを抽出した

ものです。 

「財政構造の弾力化」などを目標としながら、健全な財政運営を持続させる

とともに、新たなまちの魅力向上に向けた政策の実施や社会資本である公共施

設の計画的な維持改修と有効活用などに主眼を置き、それらの財源確保のため

のプログラムとして位置づけ、年次的に見直しを行うこととしています。 

また、当該プログラムは、第１次財政健全化プログラム（案）及び第２次財

政健全化プログラムで用いられた基本的な考え方を踏襲し策定しています。 

 

（１）計画期間 

   平成２５年度～平成２９年度（５年間） 

 

（２）目標 

  【１】経常収支比率の改善を主眼とした財政構造の弾力化 

      平成２９年度末時点で、経常収支比率９５％以内をめざします。 

   

【２】市債残高の抑制 

      臨時財政対策債を除いた市債残高（普通会計ベース）は、平成２

９年度末時点で、１２９億円以下をめざします。 

  

  【３】基金に依存しない財政体質の継続 

      財政調整基金を取り崩さない財政運営を維持します。 
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２．財政体質改善プログラムの取組みと効果額 

（１）平成２６年度版 実施項目・具体的項目 

（平成２６年度から平成２９年度までの４年間累計） 

     総額：約２，８７１百万円 

 

財政体質改善プログラムの実施項目・具体的項目について、市を取り巻く状

況などを反映させた上で、効果額等の精査を行っています。 

 

【重点項目 １】財源の確保 

◆取組み項目◆①歳入の確保 

効 果 額 ：約４１５百万円 

                     

実施項目 具体的項目 

２ 市税等の徴収率の向上、滞

納整理の徹底 
市税等徴収率の向上、滞納整理の徹底 

３ 定期的な使用料・手数料の

見直し、受益者負担の適正

化 

 

福祉センター・地域福祉センターのカラオ

ケ等の受益者負担の適正化 

公立保育所の延長保育料の見直し 

公共施設の駐車場の受益者負担の適正化 

使用料・手数料の定期的な見直し 

４ 未利用財産の貸付・売却 未利用の普通財産の貸付・売却 

５ 有料広告事業の推進 
あらゆる媒体を活用した有料広告事業の推

進 

６ その他自主財源等の確保 
その他の財源の確保 

下水道事業会計からの歳入確保 

 

◆取組み項目◆②定員・給与などの適正化 

効 果 額 ：約４７９百万円 

         

実施項目 具体的項目 

２ 給与水準の適正化 

国基準に基づいた退職手当の見直し 

特殊勤務手当の削減 

職員等の給与の見直し 
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◆取組み項目◆③既存事業の見直し 

効 果 額 ：約１，１８５百万円 

 

実施項目 具体的項目 

２ スクラップ・アンド・ビル

ドの徹底 

子育て・幼児教育推進給付金（３歳児入園

奨励分）の見直し 

４ 事務事業経費の削減 

公立保育所の保育士配置基準の見直し 

市議選・市長選に係る手当の見直し 

その他事務事業経費の削減 

５ 行政領域の見直しによる

経費削減 

市民交流センター管理事業の実施手法の見

直し 

公立保育所運営事業の実施手法の見直し 

市営斎場管理事業の実施手法の見直し 

市営住宅管理事業の実施手法の見直し 

滝畑ふるさと文化財の森センター管理事業

の実施手法の見直し 

子ども見守りパトロール事業の見直し 

放課後児童会運営事業の実施手法の見直し 

 

◆取組み項目◆④補助金などの適正化 

効 果 額 ：約１４０百万円 

 

実施項目 具体的項目 

２ 補助金・交付金・扶助費等

の見直し 

寝具洗濯乾燥サービス事業などの所得制限

の導入 

民間保育所補助事業の見直し（保育士配置

基準の見直し） 

浄化槽清掃経費補助事業の廃止 

水道料金等の福祉減免制度の廃止 

 

◆取組み項目◆⑤投資的経費の抑制 

効 果 額 ：約１４１百万円 

                   

実施項目 具体的項目 

１ 事業の延伸・規模の見直し 普通建設事業の延伸・規模の見直し 
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◆取組み項目◆⑥公債費の圧縮 

効 果 額 ：約６７百万円 

                   

実施項目 具体的項目 

１ 臨時財政対策債などの市

債発行の抑制 

普通建設事業の見直しによる市債発行の抑

制 

 

 

【重点項目 ２】特別会計の経営健全化 

◆取組み項目◆②地方公営企業法の適用 

効 果 額 ：約３７６百万円 

               

実施項目 具体的項目 

１ 下水道事業の地方公営企

業法適用化 

使用料等と一般会計の経費負担区分の明確

化 

 

 

【重点項目 ３】公共施設・財産などの適正管理 

◆取組み項目◆②公共施設の有効活用と質・量の適正化 

効 果 額 ：約６８百万円 

 

実施項目 具体的項目 

２ 公共施設の統廃合 

滝畑レイクパーク（勤労者野外活動施設）

の廃止 

市営小山田住宅の廃止 

三日市幼稚園のあり方について継続検討 

烏帽子形プールの廃止 

 

※ 上記の具体的項目の取組みにあたっては、見直し及び廃止などの是非・影 

響を十分に検討したうえで、取り組んでいきます。 
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３．「体質改善後」の財政収支見通し 

（１）財政収支見通しの前提条件 

  対象会計：普通会計（※）一般財源ベース 

  数  値：平成２４年度は決算額・平成２５年度は決算見込み額・ 

平成２６年度～平成２９年度は推計額 

（※）「普通会計」とは全国の市町村の財政状況を統一的に比較するために用い

られる統計上の区分です。 

 

【歳 入】 

項  目 前 提 条 件 

市 税 

現行制度を基本として推計し、個人市民税は、人口減

尐等の影響を加味し、固定資産税・都市計画税は、平成

２７年度の評価替え等に伴う影響を見込んだうえで算

出しています。 

地方交付税 

平成２５年度の算定実績を基本とし、市税の減尐によ

る影響、公債費の基準財政需要額算入見込み数値などを

考慮し算出しています。 

臨時財政対策債 
平成２６年度以降も、臨時財政対策債の発行を一定見

込んでいます。 

その他収入 

平成２５年度の決算見込みの金額を基本として計上

しています。なお、消費税増税に伴う影響額は見込んで

いません。 
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項  目 前 提 条 件 

人件費 

第３次定員適正化計画終了後の職員数（特別会計に

属する職員除き）をもとに算出しています。 

退職手当は定年・勧奨退職に係る所要額を計上して

います。 

扶助費 

扶助費の対象項目（生活保護費、障がい者福祉関係

経費、福祉医療費及び学校関係扶助費など）ごとに人

口動態や近年の動向を参考に見込んでいます。 

公債費 
既に発行した市債に係る元利償還金に、今後の発行

予定分を加味したうえで計上しています。 

投資的経費 
今後予定している投資的事業のうち、充当予定一般

財源を計上しています。 

 うち学校施設の維持改修費 
学校施設の維持改修費について、一定額を計上して

います。 

その他経費 

平成２５年度の決算見込みを基本にして、各年度で

見込まれる所要額を勘案し計上しています。 

また、魅力あるまちづくりに向けた新規施策の推進

及び既存施策の充実に係る財源として、臨時的施策分

は各年度７０百万円、経常的施策分は毎年度５０百万

円を計上しています。 

 うち繰出金 

国民健康保険事業勘定特別会計や介護保険特別会

計など、各特別会計ごとに人口動態や近年の動向を参

考に計上しています。 

 

うち維持補修費 
維持改修費について、一定額を見込み計上していま

す。 

 うち道路等の維持改修費 
道路、橋梁、その他の公共建築物について、一定額

を見込み計上しています。 

積立金 
公共施設維持改修基金への積立額を一定見込み計

上しています。 
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（２）「体質改善後」の財政収支見通し（普通会計一般財源ベース） 

（１）の前提条件のもと推計した財政収支見通しに、財政体質改善プログ

ラムの取組み効果額を反映した財政収支見通しは、以下のとおりです。 

 

 

 

 



9 

 

（３）財政収支見通し「体質改善前後の比較表」（普通会計一般財源ベース） 
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（４）財政体質改善プログラムの達成状況 

「平成２６年度版 実施項目・具体的項目」によって得られる効果額は、

４年間累計で約２８億７，１００万円となりますが、この効果額だけでは、

約１７億５００万円の収支不足が発生する財政収支見通しとなっています。

なお、財政体質改善プログラムで掲げた３つの目標に対しての達成状況は以

下のとおりとなる見込みです。 

 

【１】平成２９年度末時点で、経常収支比率９５％以内をめざします。 

⇒ 経常収支比率は、平成２９年度末時点で、１０２．２％となる見込み

であり、目標は達成できていません。目標を達成するためには、約１５

億２，２００万円のさらなる歳出の抑制、もしくは歳入の確保を図らな

ければなりません。 

 

 【２】臨時財政対策債を除いた市債残高（普通会計ベース）は、平成２９ 

年度末時点で、１２９億円以下をめざします。 

   ⇒ 市債残高は、平成２９年度末時点で、１２７億８，０００万円とな

る見込みであり、目標は達成しています。 

 

 【３】財政調整基金を取り崩さない財政運営を維持します。 

⇒ 平成２５年度において財政調整基金を取り崩して対応せざるを得な

い状況であり、平成２６年度以降も赤字が発生している状況です。平成

２６年度以降、目標を達成するためには、約１７億５００万円のさらな

る財源確保を図らなければなりません。 

 

以上のように、平成２６年度版の具体的項目だけでは、【１】及び【３】

の目標は達成されていない状況です。 

従って、今後についても引き続き、行政評価の活用、他市の事例研究を行

うことなどで具体的項目の更なる抽出を図ります。さらに、これから策定さ

れる第４次定員適正化計画などを適宜反映するとともに、大きな視点での歳

入確保をめざし、市内経済の活性化による税収の確保などの視点での取り組

みに努めていきます。 

なお、公共施設の維持改修費については、今後、公共施設の機能の集約化

による施設総量の縮小や既存施設の有効活用を検討したうえで、公共建築物

の維持保全有効活用計画として取りまとめ、その結果を収支見通しに反映さ

せていきます。 
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財政体質改善プログラム（平成２６年度版）の財源確保額（年度別）について 

 

財政体質改善に向けた取組みのなかには、市民の皆さまの生活に影響する

ものもあり、その実施にあたっては、引き続き十分な説明とご理解、ご協力

を得ながら進めてまいります。 

また、財政状況や財政体質の改善に向けた取組み状況については、財政白

書や広報紙またはホームページなどでご説明させていただき、市民の皆さま

と情報共有を積極的に進めていくなかで、皆さまのご理解をいただけるよう

努めてまいります。 

人口減尐・高齢化など本市を取り巻く財政環境は益々厳しくなりますが、

財政体質の改善を図ると同時に、「安全・安心・安定した緑と笑顔のあふれ

るまち」の実現に向けて、全庁一丸となって取り組んでまいります。 
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（５）財政収支見通し「体質改善後（前年度計画）の比較表」 

（普通会計一般財源ベース） 

 

 



財政用語の解説

用
ヨミ

　　語
ガナ

説　　　　　明 掲載ページ

市税
シゼイ

歳入の１区分。市が自ら賦課・徴収するお金のこと。当市の市税は、市民
税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税、都市計画税がありま
す。

1,3,6

基金
キキン

地方公共団体が、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を
維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するために設けられる資
金又は財産のこと。

2

経常
ケイジョウ

収支
シュウシ

比率
ヒリツ

地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、市税、普通交
付税などを中心とする毎年度経常的に収入される一般財源（経常一般財源
収入）の総額に対し、人件費、扶助費、公債費のように毎年度継続的に支
出される経費に充当された一般財源の額（経常経費充当一般財源）が占め
る割合のこと。

2,10

財政
ザイセイ

調整
チョウセイ

基金
キキン 地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するための資金を積み

立てる基金のこと。
2,10

市
シ

債
サイ 歳入の１区分。市が発行する地方債のことで､金融機関等から借入れたお

金。償還（返済）は会計年度をまたがります。
2,5,7,10

普通
フツウ

会計
カイケイ

全国の市町村の財政状況を統一的に比較するために用いられる統計上の区
分のことをいいます。
当市では、一般会計、土地取得特別会計、部落有財産特別会計及び下水道
事業会計のうち公共下水道終末処理施設に係る事業費を合算し、各会計間
の重複経費を控除したものになります。

2,6,8,9,10,12

臨時
リンジ

財政
ザイセイ

対策
タイサク

債
サイ

国が地方交付税の配分に当たり、その財源である国税５税の不足分につい
て地方と折半することを趣旨として、発行可能額が国から示される地方債
のこと。本来は地方交付税として国から交付されるべき額を借入れていま
す。後年度における元利償還金の１００％が普通交付税の基準財政需要額
に算入されることで、国による財源保障がされています。

2,5,6,10

歳入
サイニュウ

一会計年度における一切の収入のこと。 3,6,10

自主
ジシュ

財源
ザイゲン 市が自ら調達でき得る財源で、市税、分担金及び負担金、使用料及び手数

料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入が該当します。
3

特殊
トクシュ

勤務
キンム

手当
テアテ

著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務に対
して、その勤務の特殊性に応じて支給される手当のこと。当市では、防疫
作業手当などがあります。

3

スクラップ・アン
ド・ビルド

事業の再構築や再配置のことで、古いものを潰して新しいものに作り変え
ること。

4

投資的
トウシテキ

経費
ケイヒ

歳出を性質別に分けた場合の１区分。道路、橋りょう、公園、学校、公営
住宅の建設など社会資本の整備に要する経費。普通建設事業費、災害復旧
事業費及び失業対策事業費からなっています。

4,7

扶助費
フジョヒ

歳出を性質別に分けた場合の１区分。生活保護法、児童福祉法、老人福祉
法等に基づき、若しくは市が単独で行っている各種扶助（現金又は物品、
サービスの提供）に要する経費。生活保護費、子ども手当、乳幼児医療助
成などが該当します。

4,7

普通
フツウ

建設
ケンセツ

事業
ジギョウ 道路、橋りょう、学校、庁舎等公共用又は公用施設の新増設等の建設事業

のこと。
4,5

公債費
コウサイヒ

市が借り入れた市債の元金及び利子の償還費。公債費は義務的経費の一つ
であり、これが歳出中の比重を高めることは、財政の硬直化を招くことに
なります。

5,6,7
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用
ヨミ

　　語
ガナ

説　　　　　明 掲載ページ

地方
チホウ

公営
コウエイ

企業
キギョウ

法
ホウ

地方公共団体が経営する企業の組織、財務及びこれに従事する職員の身分
取扱いなどに関することを定めている法律のこと。
当市では、現在水道事業が地方公営企業法を適用しています。

5

基準
キジュン

財政
ザイセイ

需要
ジュヨウ

額
ガク

基準財政需要額は、普通交付税を客観的・合理的に算定するために、標準
的な行政活動を行ったという前提条件のもとに歳出額を算出したもの。地
方公共団体が合理的・妥当な水準の行政活動を行う際に必要な経費を福
祉、教育など様々な行政分野ごとに算定して合算したもの。

6

固定
コテイ

資産
シサン

税
ゼイ

固定資産税は、毎年１月１日に、固定資産（土地・家屋・償却資産）を所
有している人が、その固定資産の価格を基に算定される税額を所在する市
町村に納める税金のこと。

6

市民
シミン

税
ゼイ

個人市民税と法人市民税に区別されます。個人市民税は、一般的に市民税
と府民税をあわせて住民税と呼ばれており、前年の所得金額に応じて課税
される所得割と、所得金額にかかわらず課税される均等割から算出し、住
民税額が決まります。また、法人市民税は、市内に事務所や事業所などが
ある法人にかかる税のことで、法人の規模（資本金等の額及び従業員数）
に応じてかかる均等割と、法人税額に応じてかかる法人税割があります。

6

地方
チホウ

交付税
コウフゼイ

地方公共団体の自主性を損なわずに、地方財源の均衡化を図り、かつ地方
行政の計画的な運営を保障するために、国税のうち、所得税、法人税、酒
税、消費税、たばこ税それぞれの一定割合の額を、国が地方公共団体に対
して交付する税。地方交付税には、一定の算式により交付される普通交付
税と災害等特別の財政事情に応じて交付される特別交付税があります。

6

都市
トシ

計画
ケイカク

税
ゼイ

都市計画税とは、固定資産税同様に毎年１月１日に、土地・家屋を市街化
区域内等に所有している方が、その固定資産の価値に応じて負担していた
だく税金のこと。下水道整備・道路・公園など総合的なまちづくりを行う
都市計画事業や、土地区画整理事業に要する費用にあてるための目的税で
す。

6

評価
ヒョウカ

替
ガ

え

評価替えとは固定資産の価格の見直しのことをいいます。膨大な量の土
地・家屋について、その評価を毎年度見直すことは、実務的に不可能であ
ることなどから、原則として３年間評価額をすえ置く制度、言いかえれ
ば、３年ごとに固定資産の価格を見直す制度がとられています。また、こ
の３年に１度の評価替えを行う年度を「基準年度」といいます。

6

元利
ガンリ

償還金
ショウカンキン

公債費のうち、市債の元金・利子の償還に充てられたもの。 7

繰
クリ

出
ダシ

金
キン 歳出を性質別に分けた場合の１区分。特別会計あるいは公営企業・公営事

業会計に対して、一定のルールを定めて支出するお金のこと。
7

人件
ジンケン

費
ヒ 歳出を性質別に分けた場合の１区分。特別職や議員の報酬、一般職の給料

などが該当します。
7

生活
セイカツ

保護
ホゴ

費
ヒ

民生費の１区分。生活保護法に基づく扶助費などが該当します。 7

定員
テイイン

適正化
テキセイカ

計画
ケイカク

行政需要の動向を見定めた適正な職員の配置を行いながら、効率化を図る
ことにより更なる職員数の削減に努め、効果的な体制を確立するための計
画のこと。

7,10

歳出
サイシュツ

一会計年度における一切の支出のこと。 10
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〒586-8501 河内長野市原町一丁目 1番 1号 

TEL:(0721)-53-1111（代表） 

E-mail:zaisei@city.kawachinagano.lg.jp 

平成 26年 3月策定 

 

河内長野市役所 総務部 財政課 
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